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平成３１年五所川原市議会第１回臨時会会議録（第１号） 

                                       

◎議事日程 

平成３１年２月２０日（水）午前１０時開会 

 第 １ 仮議席の指定 

 第 ２ 議長の選挙 

 第 ３ 議席の指定 

 第 ４ 会議録署名議員の指名 

 第 ５ 会期の決定 

 第 ６ 副議長の選挙 

 第 ７ 発議第１号 五所川原市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

 第 ８ 常任委員会委員の選任 

 第 ９ 議会運営委員会委員の選任 

 第１０ 西北五環境整備事務組合議会の議員の選挙 

 第１１ 西北五広域福祉事務組合議会の議員の選挙 

 第１２ 五所川原地区消防事務組合議会の議員の選挙 

 第１３ つがる西北五広域連合議会の議員の選挙 

 第１４ 議案第 １号 専決処分の承認を求めることについて（平成３０年度五所川原

            市一般会計補正予算（第４号）） 

 第１５ 議案第 ２号 五所川原市農産物加工施設設置条例を廃止する条例の制定につ 

            いて 

                                       

◎本日の会議に付した事件 

 日程第１から日程第１５まで 

 追加日程第１ 総務常任委員会特定事件調査事項の閉会中の継続調査について 

 追加日程第２ 民生文教常任委員会特定事件調査事項の閉会中の継続調査について 

 追加日程第３ 経済建設常任委員会特定事件調査事項の閉会中の継続調査について 

 追加日程第４ 議会運営委員会特定事件調査事項の閉会中の継続調査について 

                                       

◎出席議員（２２名） 

    １番 花 田   進 議員     ２番 高 橋 美 奈 議員 

    ３番  森 真 悦 議員     ４番 磯 邊 勇 司 議員 
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    ５番 外 崎 英 継 議員     ６番 寺 田 幸 光 議員 

    ７番 黒 沼   剛 議員     ８番 桑 田 哲 明 議員 

    ９番 山 田 善 治 議員    １０番 鳴 海 初 男 議員 

   １１番 松 本 和 春 議員    １２番 木 村 慶 憲 議員 

   １３番 成 田 和 美 議員    １４番 吉 岡 良 浩 議員 

   １５番 秋 元 洋 子 議員    １６番 平 山 秀 直 議員 

   １７番 三 潟 春 樹 議員    １８番 木 村   博 議員 

   １９番 山 口 孝 夫 議員    ２０番 伊 藤 永 慈 議員 

   ２１番 木 村 清 一 議員    ２２番 加 藤   磐 議員 

                                       

◎欠席議員（なし） 

                                       

◎説明のため出席した者（２６名） 

          市     長   佐々木 孝 昌 

          副  市  長   一 戸 治 孝 

          総 務 部 長   北 川 智 章 

          財 政 部 長   櫛 引 和 雄 

          民 生 部 長   秋 元 建 一 

          福 祉 部 長   岩 崎 孝 幸 

          経 済 部 長   三 橋 大 輔 

          建 設 部 長   佐々木 秀 文 

          上下水道部長   岩 川 和 雄 

          会 計 管 理 者   岩 川 静 子 

          教  育  長   長 尾 孝 紀 

          教 育 部 長   小 林 耕 正 
 
          選挙管理委員会 
                    白 川 昭 麿 
          委  員  長 
 
          選挙管理委員会 
                    一 戸 正 博 
          事 務 局 長 
 

          監 査 委 員   小田桐 宏 之 
 
          監 査 委 員 
                    宮 崎 昌 子 
          事 務 局 長 
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          農業委員会会長   斎 藤 靖 裕 
 
          農 業 委 員 会 
                     西 達 也 
          事 務 局 長 
 

          総 務 課 長   長谷川   哲 

          財 政 課 長   飯 塚 祐 喜 

          市 民 課 長   片 山 善一朗 

          保護福祉課長   伊 藤 一二三 

          農林水産課長   今   重 彦 

          土 木 課 長   小田桐 繁 寿 

          経営管理課長   三 和 不二義 

          教育総務課長   川 浪 生 郎 

                                       

◎職務のため出席した事務局職員 

          事 務 局 長   浅 利 寿 夫 

          次     長   山 本 弘 隆 
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                           午前１０時０８分 開会 

                                       

  ◎開会宣告 

〇浅利寿夫議会事務局長 皆さん、おはようございます。本臨時会は、一般選挙後初の議

会でございますので、議長が選挙されるまでの間、地方自治法第107条の規定により年長

の議員が臨時に議長の職務を行うこととなっております。出席議員中、磯邊勇司議員が

年長議員でありますので、御紹介申し上げます。 

  磯邊勇司議員、議長席にお願いいたします。 

〇磯邊勇司臨時議長 ただいま紹介をいただきました磯邊でございます。 

  本日招集されました平成31年第１回臨時会の開会に当たり、ただいま事務局長紹介の

とおり、地方自治法第107条の規定により私が臨時議長の職務を行うことになりました。

もとより議長選挙までの限られた時間ではございますが、議員各位の御協力によりまし

て無事に任務を果たしたいと存じます。何とぞよろしくお願いいたします。 

  ただいまの出席議員22名、定足数に達しております。 

  これより平成31年五所川原市議会第１回臨時会を開会いたします。 

                                       

  ◎開議宣告 

〇磯邊勇司臨時議長 直ちに本日の会議を開きます。 

                                       

  ◎日程第１ 仮議席の指定 

〇磯邊勇司臨時議長 日程第１、仮議席の指定を行います。 

  仮議席は、ただいま御着席の議席とします。 

                                       

  ◎日程第２ 議長の選挙 

〇磯邊勇司臨時議長 次に、日程第２、議長の選挙を行います。 

  選挙の方法は、投票により行います。 

  議場の閉鎖を命じます。 

     （議場閉鎖） 

〇磯邊勇司臨時議長 ただいまの出席議員は22名であります。 

  投票用紙を配付させます。 

     （投票用紙配付） 

〇磯邊勇司臨時議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。 
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     （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇磯邊勇司臨時議長 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を改めさせます。 

     （投票箱点検） 

〇磯邊勇司臨時議長 異状なしと認めます。 

  念のため申し上げます。 

  投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて

順次投票を願います。 

  点呼を命じます。 

     （職員議席番号点呼、投票） 

〇磯邊勇司臨時議長 投票漏れはありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇磯邊勇司臨時議長 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終了いたします。 

  議場の閉鎖を解きます。 

     （議場開鎖） 

〇磯邊勇司臨時議長 開票を行います。 

  会議規則第31条第２項の規定により、立会人に７番、松本和春議員、11番、花田進議

員、12番、鳴海初男議員を指名いたします。 

  よって、以上の方々の立ち会いをお願いいたします。 

     （立会人登壇、開票） 

〇磯邊勇司臨時議長 選挙の結果を報告いたします。 

  投票総数22票。 

  これは先ほどの出席議員数に符合しております。 

  そのうち有効投票21票 

      無効投票１票 

  有効投票中  磯 邊 勇 司 議員  12票 

         伊 藤 永 慈 議員  ９票 

  以上のとおりであります。 

  この選挙の法定得票数は６票であります。 

  よって、磯邊勇司議員が議長に当選されました。 

  本来であれば会議規則第32条第２項の規定による告知をするところでありますが、私
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が当選人でありますので、当選承諾の御挨拶を申し上げて告知にかえさせていただきま

す。 

                                       

  ◎議長挨拶 

〇磯邊勇司議長 ー登壇ー 

  議長就任に当たり、一言御挨拶申し上げます。 

  このたび、議員改選後の議会構成に当たり、議員皆様の御支持をいただき、当選させ

ていただきましたことは、まことに身に余る光栄であり、心より感謝を申し上げ、謹ん

でお受けいたします。 

  私は、御承知のように浅学非才であり、十分な能力もなく、皆様の期待に応えていけ

るかどうか不安ではございますが、誠心誠意、最善の努力を尽くして、公正、公平をモ

ットーとし、円満で活発な議会運営を目指してまいりたいと存じますので、よろしく御

支援、御協力を賜りますようお願いいたします。 

  我が国の地方自治の本旨は、議会と執行部はともに切磋琢磨して社会福祉を初めとし

た市民生活の向上に努めていくという、いわゆる二元代表制であることを考えておりま

す。したがいまして、五所川原市議会におかれましても、市長としっかりとした議論を

重ね、市民のための施策を実践していくことがあしたへの地方自治発展につながるもの

と確信しております。 

  本市におきましても、依然として厳しい財政状況ではございますが、活力と魅力にあ

ふれ、安全で住みよいまちづくりを進めていくことが市民の皆様の一致した願いである

との認識に立ち、その負託に応えるべく、皆様とともに頑張ってまいる所存でございま

す。どうぞ今後とも議員の皆様の御支援、御指導、御鞭撻を賜りますよう心からお願い

を申し上げ、就任の御挨拶とさせていただきます。 

  どうもありがとうございました。 

                                       

  ◎日程第３ 議席の指定 

〇磯邊勇司議長 日程第３、議席の指定を行います。 

  議席は会議規則第４条第１項の規定により、議長において指定いたします。 

  議員名とその議席の番号を事務局長に朗読させます。 

  事務局長。 

〇浅利寿夫議会事務局長 それでは、議席番号を朗読いたします。 

    １番 花 田   進 議員     ２番 高 橋 美 奈 議員 
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    ３番  森 真 悦 議員     ４番 磯 邊 勇 司 議員 

    ５番 外 崎 英 継 議員     ６番 寺 田 幸 光 議員 

    ７番 黒 沼   剛 議員     ８番 桑 田 哲 明 議員 

    ９番 山 田 善 治 議員    １０番 鳴 海 初 男 議員 

   １１番 松 本 和 春 議員    １２番 木 村 慶 憲 議員 

   １３番 成 田 和 美 議員    １４番 吉 岡 良 浩 議員 

   １５番 秋 元 洋 子 議員    １６番 平 山 秀 直 議員 

   １７番 三 潟 春 樹 議員    １８番 木 村   博 議員 

   １９番 山 口 孝 夫 議員    ２０番 伊 藤 永 慈 議員 

   ２１番 木 村 清 一 議員    ２２番 加 藤   磐 議員 

  以上でございます。 

〇磯邊勇司議長 ただいま事務局長が朗読したとおり、議席を指定いたしました。 

  議席変更のため暫時休憩いたします。 

                           午前１０時２９分 休憩 

                                       

                           午前１０時３０分 再開 

〇磯邊勇司議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                       

  ◎日程第４ 会議録署名議員の指名 

〇磯邊勇司議長 日程第４、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、１番、花田進議員、２番、高橋美奈議員、３番、 議員を

指名いたします。 

                                       

  ◎日程第５ 会期の決定 

〇磯邊勇司議長 次に、日程第５、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。今臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇磯邊勇司議長 異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日１日と決定いたしました。 

                                       

  ◎日程第６ 副議長の選挙 
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〇磯邊勇司議長 次に、日程第６、副議長の選挙を行います。 

  選挙の方法は投票により行います。 

  議場の閉鎖を命じます。 

     （議場閉鎖） 

〇磯邊勇司議長 ただいまの出席議員は22名であります。 

  投票用紙を配付させます。 

     （投票用紙配付） 

〇磯邊勇司議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇磯邊勇司議長 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を改めさせます。 

     （投票箱点検） 

〇磯邊勇司議長 異状なしと認めます。 

  念のため申し上げます。 

  投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて

順次投票を願います。 

  点呼を命じます。 

     （職員議席番号点呼、投票） 

〇磯邊勇司議長 投票漏れはありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇磯邊勇司議長 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終了いたします。 

  議場の閉鎖を解きます。 

     （議場開鎖） 

〇磯邊勇司議長 開票を行います。 

  会議規則第31条第２項の規定により、立会人に１番、花田進議員、10番、鳴海初男議

員、11番、松本和春議員を指名いたします。 

  よって、以上の方々の立ち会いをお願いいたします。 

     （立会人登壇、開票） 

〇磯邊勇司議長 選挙の結果を報告いたします。 

  投票総数22票。 

  これは先ほどの出席議員数に符合しております。 
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  そのうち有効投票21票 

      無効投票１票 

  有効投票中  吉 岡 良 浩 議員  12票 

         鳴 海 初 男 議員  ９票 

  以上のとおりであります。 

  この選挙の法定得票数は６票であります。 

  よって、吉岡良浩議員が副議長に当選されました。 

  ただいま副議長に当選されました吉岡良浩議員が議場におりますので、本席から会議

規則第32条第２項の規定による告知をいたします。 

                                       

  ◎副議長挨拶 

〇磯邊勇司議長 副議長に当選されました吉岡良浩議員より、当選承諾の挨拶をお願いい

たします。 

〇吉岡良浩副議長 ー登壇ー 

  議員の皆様より温かい御支援をいただき、副議長に就任することになりました。まだ

まだ未熟ではありますが、市民の皆様、そして議員各位より温かい御指導、御鞭撻をい

ただきながら、議長を支え、一生懸命に頑張っていきたいと思っています。簡単ではご

ざいますが、就任の挨拶とさせていただきます。 

  ありがとうございました。 

                                       

  ◎諸般の報告 

〇磯邊勇司議長 次に、諸般の報告をいたします。 

  市長より報告第１号から報告第３号までの３件の報告が、また監査委員より地方自治

法の規定に基づく定期監査、財政援助団体等監査及び例月現金出納検査の結果報告があ

りました。報告書はお手元のタブレット端末に配信しておりますので、御了承願います。 

                                       

  ◎日程第７ 発議第１号 

〇磯邊勇司議長 次に、日程第７、発議第１号 五所川原市議会委員会条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。 

  12番、木村慶憲議員。 

〇12番 木村慶憲議員 ー登壇ー 
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  発議第１号 五所川原市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について提案理

由の説明をいたします。 

  本件は、議員定数の削減に伴い、常任委員会を総務常任委員会、民生文教常任委員会、

経済建設常任委員会の３つとし、委員定数及び所管を改めるほか、議会運営委員会、資

格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員定数を改めるものであります。 

  詳細につきましては、議案書のとおりでありますので、議員各位の御賛同を賜ります

ようお願い申し上げます。 

                                       

  ◎委員会付託省略の議決 

〇磯邊勇司議長 お諮りいたします。 

  本件については委員会付託を省略し、直ちに審議いたしたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇磯邊勇司議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件は委員会付託を省略し、直ちに審議することに決しました。 

                                       

〇磯邊勇司議長 質疑を行います。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇磯邊勇司議長 質疑を終結いたします。 

  討論を行いますが、通告がありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇磯邊勇司議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件は原案のとおり可決されました。 

  条例公布のため、この場で暫時休憩いたします。 

                           午前１０時５０分 休憩 

                                       

                           午前１０時５１分 再開 

〇磯邊勇司議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                       

  ◎日程第８ 常任委員会委員の選任及び 
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   日程第９ 議会運営委員会委員の選任 

〇磯邊勇司議長 日程第８、常任委員会委員の選任及び日程第９、議会運営委員会委員の

選任を行います。 

  常任委員会委員の選任及び議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第８条

第１項の規定により、議長において指名いたします。 

  各委員会委員の氏名を事務局長に朗読させます。 

  事務局長。 

〇浅利寿夫議会事務局長 それでは、各常任委員会委員から申し上げます。 

  総務常任委員会委員に 

    ３番  森 真 悦 議員     ５番 外 崎 英 継 議員 

   １１番 松 本 和 春 議員    １４番 吉 岡 良 浩 議員 

   １６番 平 山 秀 直 議員    １８番 木 村   博 議員 

   ２０番 伊 藤 永 慈 議員    ２１番 木 村 清 一 議員 

  民生文教常任委員会委員に 

    ２番 高 橋 美 奈 議員     ７番 黒 沼   剛 議員 

    ９番 山 田 善 治 議員    １２番 木 村 慶 憲 議員 

   １３番 成 田 和 美 議員    １７番 三 潟 春 樹 議員 

   １９番 山 口 孝 夫 議員 

  経済建設常任委員会委員に 

    １番 花 田   進 議員     ４番 磯 邊 勇 司 議員 

    ６番 寺 田 幸 光 議員     ８番 桑 田 哲 明 議員 

   １０番 鳴 海 初 男 議員    １５番 秋 元 洋 子 議員 

   ２２番 加 藤   磐 議員 

  次に、議会運営委員会委員を申し上げます。 

    ７番 黒 沼   剛 議員    １１番 松 本 和 春 議員 

   １２番 木 村 慶 憲 議員    １３番 成 田 和 美 議員 

   １７番 三 潟 春 樹 議員    １９番 山 口 孝 夫 議員 

   ２１番 木 村 清 一 議員 

  以上です。 

〇磯邊勇司議長 ただいま事務局長が朗読したとおり、それぞれの常任委員会委員及び議

会運営委員会委員に指名いたします。 

  なお、各常任委員会及び議会運営委員会は、次の休憩中にそれぞれ委員会を開催し、
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正副委員長の互選を行うよう、口頭をもって通知いたします。 

  各委員会開催のため暫時休憩いたします。 

                           午前１０時５５分 休憩 

                                       

                           午前１１時２２分 再開 

〇磯邊勇司議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  この際、御報告を申し上げます。 

  各委員会において、正副委員長の互選を行った結果、 

   総務常任委員長    松 本 和 春 委員 

    同 副委員長    木 村   博 委員 

   民生文教常任委員長  三 潟 春 樹 委員 

    同 副委員長    山 口 孝 夫 委員 

   経済建設常任委員長  加 藤   磐 委員 

    同 副委員長    寺 田 幸 光 委員 

   議会運営委員長    成 田 和 美 委員 

    同 副委員長    木 村 清 一 委員 

  以上のとおり決定された旨の報告がありました。 

                                       

  ◎日程第１０ 西北五環境整備事務組合議会の議員の選挙 

〇磯邊勇司議長 日程第10、西北五環境整備事務組合議会の議員の選挙を行います。 

  本件は２名を選挙するものであります。 

  お諮りいたします。選挙の方法は、地方自治法第118条第２項の規定により指名推選に

より行いたいと思います。これに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇磯邊勇司議長 異議なしと認めます。 

  よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 

  お諮りいたします。本件は議長において指名いたします。これに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇磯邊勇司議長 異議なしと認めます。 

  よって、議長において指名することに決しました。 

  西北五環境整備事務組合議会の議員には、11番、松本和春議員、21番、木村清一議員

を指名いたします。 
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  ただいまの指名に御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇磯邊勇司議長 異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました11番、松本和春議員、21番、木村清一議員が西北

五環境整備事務組合議会の議員に当選されました。 

  ただいま当選されました２名の議員が議場におられますので、本席から会議規則第

32条第２項の規定による告知をいたします。 

                                       

  ◎日程第１１ 西北五広域福祉事務組合議会の議員の選挙 

〇磯邊勇司議長 次に、日程第11、西北五広域福祉事務組合議会の議員の選挙を行います。 

  本件は１名を選挙するものであります。 

  お諮りいたします。選挙の方法は、地方自治法第118条第２項の規定により指名推選に

よりいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇磯邊勇司議長 異議なしと認めます。 

  よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 

  お諮りいたします。本件は議長において指名いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇磯邊勇司議長 異議なしと認めます。 

  よって、議長において指名することに決しました。 

  西北五広域福祉事務組合議会の議員には16番、平山秀直議員を指名いたします。 

  ただいまの指名に御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇磯邊勇司議長 異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました16番、平山秀直議員が西北五広域福祉事務組合議

会の議員に当選されました。 

  ただいま当選されました16番、平山秀直議員が議場におられますので、本席から会議

規則第32条第２項の規定による告知をいたします。 

                                       

  ◎日程第１２ 五所川原地区消防事務組合議会の議員の選挙 

〇磯邊勇司議長 次に、日程第12、五所川原地区消防事務組合議会の議員の選挙を行いま
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す。 

  本件は５名を選挙するものであります。 

  お諮りいたします。選挙の方法は、地方自治法第118条第２項の規定により指名推選に

よりいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇磯邊勇司議長 異議なしと認めます。 

  よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 

  お諮りいたします。本件は議長において指名いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇磯邊勇司議長 異議なしと認めます。 

  よって、議長において指名することに決しました。 

  五所川原地区消防事務組合議会の議員には３番、 ８番、桑田哲明議員、

10番、鳴海初男議員、15番、秋元洋子議員、18番、木村博議員を指名いたします。 

  ただいまの指名に御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇磯邊勇司議長 異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました５名の議員が五所川原地区消防事務組合議会の議

員に当選されました。 

  ただいま当選されました５名の議員が議場におられますので、本席から会議規則第

32条第２項の規定による告知をいたします。 

                                       

  ◎日程第１３ つがる西北五広域連合議会の議員の選挙 

〇磯邊勇司議長 次に、日程第13、つがる西北五広域連合議会の議員の選挙を行います。 

  本件は３名を選挙するものであります。 

  お諮りいたします。選挙の方法は地方自治法第118条第２項の規定により、指名推選に

よりいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇磯邊勇司議長 異議なしと認めます。 

  よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 

  お諮りいたします。本件は議長において指名いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 
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     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇磯邊勇司議長 異議なしと認めます。 

  よって、議長において指名することに決しました。 

  つがる西北五広域連合議会の議員には２番、高橋美奈議員、５番、外崎英継議員、20番、

伊藤永慈議員を指名いたします。 

  ただいまの指名に御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇磯邊勇司議長 異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました３名の議員がつがる西北五広域連合議会の議員に

当選されました。 

  ただいま当選されました３名の議員が議場におられますので、本席から会議規則第

32条第２項の規定による告知をいたします。 

                                       

  ◎日程第１４ 議案第１号及び 

   日程第１５ 議案第２号 

〇磯邊勇司議長 次に、日程第14、議案第１号 専決処分の承認を求めることについて及

び日程第15、議案第２号 五所川原市農産物加工施設設置条例を廃止する条例の制定に

ついての２件を一括議題といたします。 

  市長より提案理由の説明を求めます。 

  佐々木市長。 

〇佐々木孝昌市長 ー登壇ー 

  平成31年五所川原市議会第１回臨時会の開会に当たり、提案いたしました議案の提案

理由をまず御説明申し上げる前に、一言御挨拶を申し上げます。 

  御臨席の議員各位におかれましては、さきの市議会議員選挙において、市民の信頼と

負託に応え、はえある御当選をしました。まことにおめでとうございます。 

  また、先ほど当議場において、磯邊議長及び吉岡副議長、各常任委員長などが選出さ

れ、市議会の新しい組織体制が整えられました。磯邊議長のもと、円滑な議会運営及び

市勢の発展のため、御尽力を賜りますようにお願いを申し上げる次第であります。 

  それでは、本臨時会に提案いたしました議案の概要について御説明を申し上げます。 

  議案第１号は、専決処分の承認を求めることについてであります。平成30年度五所川

原市一般会計補正予算（第４号）を定めたので、これを報告し、その承認を求めるもの

であります。 
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  議案第２号は、五所川原市農産物加工施設設置条例を廃止する条例の制定についてで

あります。長橋地区農産物加工センターを廃止するため提案するものであります。 

  以上が本臨時会に提案いたしました議案の概要であります。詳細につきましては、議

事の過程で本職並びに関係職員が説明をいたしますので、何とぞ御賛同を賜りますよう

お願いを申し上げます。 

                                       

  ◎委員会付託省略の議決 

〇磯邊勇司議長 お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議案２件については、委員会付託を省略し、直ちに審

議いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇磯邊勇司議長 異議なしと認めます。 

  よって、以上の２件は委員会付託を省略し、直ちに審議することに決しました。 

                                       

〇磯邊勇司議長 初めに、議案第１号 専決処分の承認を求めることについての質疑を行

います。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇磯邊勇司議長 質疑を終結いたします。 

  討論を行いますが、通告がありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  本件は承認することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇磯邊勇司議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件は承認されました。 

                                       

〇磯邊勇司議長 次に、議案第２号 五所川原市農産物加工施設設置条例を廃止する条例

の制定について質疑を行います。 

  １番、花田進議員。 

〇１番 花田 進議員 この２号議案ですが、なぜ今の臨時議会に出さなきゃならないの

か、その急ぐ理由があるのかというのが１つと、今農業部門で加工というのが大変注目

されている中で、それを廃止するというのは、そういう振興の道に逆行すると思うんで

すが、その辺どういうふうに考えているのか御答弁願います。 
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〇磯邊勇司議長 答弁、経済部長。 

〇三橋大輔経済部長 まず、１点目の急ぐ理由でありますけれども、速やかに境界測量を

いたしまして、次年度早期に売却を進めたいということが臨時議会に提案させていただ

いた理由であります。 

  それから、２つ目の振興、これからの農業振興に加工所を廃止するということは逆行

しているということに対してでありますけれども、おっしゃるとおり、確かに６次化等、

農産物の加工に関してはこれから進めていかなければならない分野だとは理解しており

ます。ただ、この施設を個別に見ていきますと、先ほども説明会の際にちょっと申し上

げましたけれども、平成元年に建設され、建設以降30年を経過しているものであります。

当然中の施設等に関しても相当な老朽をしているものでありまして、これを再度同じよ

うな形で、上物はそのままに中身だけ更新するということよりは、別な形での活用を考

えたほうがよろしいのではないかということで、今回廃止の条例を提案させていただい

たものであります。 

〇磯邊勇司議長 １番、花田進議員。 

〇１番 花田 進議員 長橋という固有名詞ついているんですが、市の中で、先ほどの説

明によると市の管理する加工所、ここしかないわけですので、多少お金をかけてでも五

所川原市というふうにして全体が利用できる形に変更できないものかお伺いします。 

〇磯邊勇司議長 経済部長。 

〇三橋大輔経済部長 今の長橋地区農産物加工センターそのものに関しての御質問だと思

いますけれども、繰り返しになりますが、施設自体は相当な老朽化をしているものであ

りまして、これを単に名称を変えて五所川原全地区で利用するということは余り現実味

がないのではないかという判断で、今回の提案に至ったものであります。 

〇磯邊勇司議長 質疑を終結いたします。 

  討論を行いますが、通告がありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  本件は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

〇磯邊勇司議長 御異議がありますので、会議規則第74条の２第１項の規定に基づき、電

子表決システムによる投票により採決いたします。 

  ただいまの出席議員は21名であります。 

  念のため申し上げます。 

  議案第２号について、同意することを可とする議員は賛成のボタンを、否とする議員
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は反対のボタンを押して投票してください。 

  なお、会議規則第74条の２第３項の規定により、賛否を明らかにしない場合は否とみ

なします。 

  それでは、投票を開始いたします。 

     （投 票） 

〇磯邊勇司議長 投票漏れはありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇磯邊勇司議長 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。 

  投票の結果を報告いたします。 

  賛成20票 

  反対１票 

  白票０票 

  以上のとおり賛成が多数であります。 

  よって、本件は可決することに決しました。投票状況をディスプレーに表示いたしま

す。 

                                       

議案第２号を可とする議員の氏名 

    ２番 高 橋 美 奈 議員     ３番  森 真 悦 議員 

    ５番 外 崎 英 継 議員     ６番 寺 田 幸 光 議員 

    ７番 黒 沼   剛 議員     ８番 桑 田 哲 明 議員 

    ９番 山 田 善 治 議員    １０番 鳴 海 初 男 議員 

   １１番 松 本 和 春 議員    １２番 木 村 慶 憲 議員 

   １３番 成 田 和 美 議員    １４番 吉 岡 良 浩 議員 

   １５番 秋 元 洋 子 議員    １６番 平 山 秀 直 議員 

   １７番 三 潟 春 樹 議員    １８番 木 村   博 議員 

   １９番 山 口 孝 夫 議員    ２０番 伊 藤 永 慈 議員 

   ２１番 木 村 清 一 議員    ２２番 加 藤   磐 議員 

否とする議員の氏名 

    １番 花 田   進 議員 

                                       

  ◎日程追加の議決 

〇磯邊勇司議長 次に、先ほど総務常任委員長、民生文教常任委員長、経済建設常任委員
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長及び議会運営委員長から特定事件調査事項の閉会中の継続調査の申し出がありまし

た。 

  お諮りいたします。この際、総務常任委員会特定事件調査事項の閉会中の継続調査に

ついて、民生文教常任委員会特定事件調査事項の閉会中の継続調査について、経済建設

常任委員会特定事件調査事項の閉会中の継続調査について及び議会運営委員会特定事件

調査事項の閉会中の継続調査についての４件を日程に追加し、議題とすることに御異議

ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇磯邊勇司議長 異議なしと認めます。 

  よって、以上の４件を日程に追加し、議題とすることに決しました。 

                                       

  ◎追加日程第１ 総務常任委員会特定事件調査事項の閉会中の継続調査についてから 

   追加日程第４ 議会運営委員会特定事件調査事項の閉会中の継続調査についてまで 

〇磯邊勇司議長 追加日程第１、総務常任委員会特定事件調査事項の閉会中の継続調査に

ついてから追加日程第４、議会運営委員会特定事件調査事項の閉会中の継続調査につい

てまでの４件を一括議題といたします。 

  お諮りいたします。本件は、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とする

ことに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇磯邊勇司議長 異議なしと認めます。 

  よって、以上の４件は各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに

決しました。 

  以上をもって今臨時会に付議されました案件は終了いたしました。 

                                       

  ◎閉会宣告 

〇磯邊勇司議長 これにて平成31年五所川原市議会第１回臨時会を閉会いたします。 

                           午前１１時４３分 閉会 
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